
 
 

適正規模の方策整理（案）について 
 

学校規模の適正化の方策（案）として次のものが挙げられる。 ※方策（案）は、本市のこれまでの方策及び他自治体の事例等を参考に作成 

・［○］は「該当」、［△］は「一定程度該当」する考えられる項目を選択している 

No 方策 内容 

効果やメリット 課題や留意すべき事項 

地域を分

断するこ

となく学

校規模を

調整する

ことがで

きる 

対象校の

学校規

模を調

整する

ことが

できる 

児童・生

徒が学校

を選択す

ることが

できる 

就学してい

る学校の変

更等により

児童・生徒

や保護者に

負担が発生

する可能性

がある 

通学距

離・時間

が長くな

る児童・

生徒が発

生する可

能性があ

る 

小規模

校・大規

模校同士

が隣接し

ているケ

ースには

適さない 

地域コミ

ュニティ

と学校と

の関係や

連携が希

薄化する

可能性が

ある 

地域コミ

ュニティ

への影響

（地域の

分割・分

断） 

地域コミ

ュニティ

への影響

（廃校と

なる地域

の活力の

減少等） 

制度の利

用状況に

より、規

模適正化

の効果が

小さくな

る可能性

がある 

学校用地

取得や学

校施設整

備が必要

となる 

１ 通学区域の変更 通学区域を変更  ○  ○ △ ○  ○    

２ 

学校の統廃

合 

既存学校用

地の活用 

既に学校が設置されている用地

を活用して、複数校を統合 
○ ○  ○ ○    ○ 

 
 

３ 
新規用地の

確保 

新たに用地を確保し、複数校を

統合 
○ ○  ○ △    △ 

 
○ 

４ 
通学区域分

割 

３校以上の統合予定校のうち、

１校を分割し、他の学校に統合 
△ ○  ○ ○   ○ ○ 

 
 

５ 通学区域制

度の弾力的

運用 

住居から１

㎞以内の学

校の選択 

大規模状態にある学校の通学区

域に居住する方について、他の

学校が住居からおおむね１㎞以

内にある場合、当該学校への就

学を認める 

 △ ○   ○ △   ○  

６ 
小規模特認

校制度 

通学区域に関係なく、特定の小

規模校への就学を認める 
 △ ○  △  ○   ○ ○ 

７ 学校の新設 
既存の通学区域を分割して新し

い学校を設置 
 ○  ○    △   ○ 

８ 校舎の増改築 
児童・生徒の増加に対応するた

め、既存校舎の増改築を実施 

・地域を分断することなく、大

規模校のデメリットの一部を

解消できる 

・学校規模のデメリットの一部解消にはつながるが、その他のデメリット等（「児童・生徒一人

一人の把握が難しくなりやすい」「教職員のマネジメント等が難しくなりやすい」）は解消され

ない 

※「市立小・中学校の通学区域再編成及び学校規模に関する基本方針」で定める「隣接区域への中学校選択制」については、 

制度の本来の趣旨が学校規模の適正化と異なるため、学校規模の適正化と関連する方策として位置付け、適正化の方策としては位置付けないものとする。 
   

 

 

 

 

【審議の論点(案)】 

○ 適正規模の方策の種類、効果や課題等の整理内容は妥当か。（追加すべき方策や留意すべき内容等がないかなど） 
○ 「学校の統廃合」について、今後、採用を検討すべき方策として位置付けるべきか。 

資料２ 


